
山口県桜ケ丘高等学校 

自転車通学 

 

本校では登下校時に自転車を使用する場合は「自転車通学登録書」を提出する登録制としてお

ります。これからの高校生活において自転車通学は行動範囲を広げてくれる便利な手段ですが、

一歩間違えれば大きな事故につながるリスクもあります。以下の事項を参考に安全で楽しい学校

生活を送りましょう。 ※「自転車通学登録書」は入学説明会で配布 

 

1. 自転車について 

本校では自転車通学で使用できる自転車についての規定を設けています。自分の自転車が適合

しているか確認しましょう。 

 

許可されているもの：  

① 一般的なシティサイクル 

② ロードバイク・クロスバイク 

③ 電動アシスト付 

※車体の色は自由です。 

 

禁止されているもの： 

① 改造車： 

ハンドルの形を極端に変えたり、ブレーキを外したりしたものは禁止です。これらは道

路交通法違反にもなります。 

② 自転車以外の車両：  

近年普及している電動キックボード等での登校は認めません。 

    原動機付自転車は認めません。 

 

必須事項： 

① 学校指定のステッカー： 

入学式から約２週間後に配布されますので車体に貼り付けてください。 

ステッカーは有料です。料金は入学説明会時にお知らせします。なお、自転車通学登録書

の提出とステッカー代金を納付した後、ステッカーが配布されるまでの期間は自転車通学

を認めています。 

② 二重ロック（ツーロック）の推奨： 

盗難から守るため、備え付けの鍵以外に、ワイヤー錠などをもう一つ使いましょう。 

 

2. ヘルメットについて 

道路交通法の改正により、自転車利用者にはヘルメットの着用が努力義務化されています。本

校では安全を第一に考え、着用を義務としています。 

 

① 選ぶ基準： 

SG マークなどの安全規格がついた自転車用（フルフェイスや工事用などは不可）を選ん

でください。色は自由です。ただし、あご紐があるものに限ります。 

② 管理のルール： 

必ず名前を記入してください。駐輪場ではチェーンロックで自転車に固定するか、教室ま

で持って上がり各自で管理してください。 

 

【重要】 

自転車通学の登録をする際に自転車保険の加入状況を記載する欄がございます。万が一、他人

に怪我等をさせてしまった場合の賠償額は非常に高額（数千万円単位）になるケースがありま

す。必ず加入状況を確認し、未加入であれば加入をお願いします。 

自転車保険について、本校からのあっせんを希望される方は入学説明会時に配布される資料を

ご覧ください。 


